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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
牧
義
夫
君
提
出
国
家
公
務
員
の
両
立
支
援
の
た
め
の
給
付
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

人
事
院
規
則
一
五

一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
、
第
七
号
、
第
九
号
及

び
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
は
、
有
給
の
休
暇
で
あ
る
。 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費

（
以
下
「
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）

の
組
合
員
（
以
下
「
組
合
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
国
家
公
務
員
が
出
産
し
た
場
合
（
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
前

日
ま
で
引
き
続
き
一
年
以
上
組
合
員
で
あ
っ
た
者
が
退
職
後
六
月
以
内
に
出
産
し
た
場
合
を
含
む
。
）
及
び
組
合
員
の
被
扶

養
者
が
出
産
し
た
場
合
に
、
四
十
万
八
千
円
が
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
第
十
一
条
の
三
の
七
た
だ
し
書
の
規
定
等
に
基
づ
き
、
一
万
二
千
円
を
上
限
に
加
算

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。 

二
の
２
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
金
額
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
一
条
に
規
定
す
る
出
産
育
児

一
時
金
（
以
下
「
出
産
育
児
一
時
金
」
と
い
う
。
）
と
同
額
で
あ
り
、
公
的
病
院
の
平
均
的
な
出
産
費
用
を
踏
ま
え
た
も
の

で
あ
る
。 

二
の
３
に
つ
い
て 

 
 

出
産
費
用
が
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
金
額
を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の
費
用
の
超
過
分
を
支
援
す
る
仕
組
み
は
な
い
。

た
だ
し
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
一
条
の
規
定
等
に
基
づ
き
、
組
合
は
、
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
を
支
給
す
る

場
合
に
、
附
加
給
付
と
し
て
、
組
合
が
定
款
で
定
め
る
金
額
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。 

二
の
４
に
つ
い
て 

 
 

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
に
つ
い
て
は
、
出
産
費
用
の
上
昇
な
ど
に
伴
い
、
数
次
に
わ
た
り
引
き
上
げ
を
行
っ
て
き
て

お
り
、
ま
た
、
国
家
公
務
員
の
勤
務
条
件
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
社
会
一
般
の
情
勢
に
適
応
さ
せ
る
と
い
う
情
勢
適
応
の
原
則
の
下
、
民
間
の
労
働
条
件
と
均
衡
さ
せ
る
こ
と
を

基
本
と
し
て
措
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
家
公
務
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
出
産
に
対
す
る
経
済
的
支
援
の
拡
充
に

つ
い
て
も
、
こ
の
考
え
方
に
準
じ
て
、
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て
措
置
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る



 

３ 

 

と
考
え
て
い
る
。 

三
の
１
に
つ
い
て 

 
 

常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
国
家
公
務
員
等
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

百
八
十
二
号
）
等
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
条
第
六
号
に
規

定
す
る
「
国
・
・
・
の
事
業
に
雇
用
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
離
職
し
た
場
合
に
、
他
の
法
令
・
・
・
に
基
づ
い
て
支
給
を
受
け

る
べ
き
諸
給
与
の
内
容
が
、
求
職
者
給
付
及
び
就
職
促
進
給
付
の
内
容
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
も
の
」
に
該
当
し
、
同
法
が
適
用
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。 

三
の
２
及
び
３
に
つ
い
て 

 
 

支
給
額
の
算
定
の
仕
組
み
に
お
い
て
は
、
育
児
休
業
給
付
金
は
、
雇
用
保
険
法
第
六
十
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
被

保
険
者
が
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
に
係
る
育
児
休
業
を
開
始
し
た
日
の
前
日
を
受
給
資
格
に
係
る
離
職
の
日
と
み
な
し
て

同
法
第
十
七
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
賃
金
日
額
に
相
当
す
る
額
を
、
育
児
休
業
手
当
金

は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
八
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
標
準
報
酬

の
日
額
を
用
い
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 



 

４ 

 

三
の
４
に
つ
い
て 

 
 

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
手
当
金
を
含
む
短
期
給
付
に
要
す
る
費
用

は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
百
分
の
五
十
を
組
合
員
の
掛
金
、
そ
の
百
分
の
五
十
を
国
の
負
担
金
を

も
っ
て
充
て
る
と
さ
れ
、
短
期
給
付
に
係
る
掛
金
率
は
、
各
組
合
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
令
和
三

年
度
の
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
及
び
自
衛
官
を
除
く
国
家
公
務
員
に
適
用
さ
れ
る
各
組
合
の
短
期
給
付
に
係
る

掛
金
率
は
、
千
分
の
三
十
・
一
九
か
ら
千
分
の
四
十
二
・
四
六
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
出
産
及
び
育
児
休
業
に
係
る
給
付
の
制
度
に
つ
い
て
官
民
で
一
元
化
す
る
こ
と
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


